
１ 補助対象者
太陽光発電設備と蓄電池を同時に新規で導入する県民

※ ※ 自己居住用の住宅への導入であること
※ 自家消費を目的とした導入であること

２ 補助対象設備
太陽光発電設備及び蓄電池

※ ※ 未使用品の導入であること
※ リース又はオンサイトPPAによる導入でないこと
※ FIT・FIPによる売電を行わないこと

３ 補助率及び補助上限額

４ 申請期間
令和８（2026）年５月11日（月）～10月30日（金）
※ 申請開始日から先着順で受付、審査します。
※ 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。
※ 受付終了日に複数の申請書が提出された場合は、抽選によって選定します。

５ その他
交付決定前に事業着手（工事着工）した場合は補助対象外となります。
※   契約・発注については、事業着手に該当しません。

ただし、令和８（2026）年４月１日以降の契約・発注に限ります。
※ 交付決定時期は、提出した書類に不備等がない場合、提出から約１～2ヶ月後になります。

個人住宅へ太陽光発電設備と
蓄電池を同時に導入する方を補助します

栃木県

〒328-0053 栃木県栃木市片柳町2-2-2 サンプラザ2階
栃木県個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業補助金事務局
電 話：0282-88-0256（直通）
Email：taiyoukouhojo@admin-agk.jp

提出・問い合わせ先 詳しくは県HPへ

とちぎカーボンニュートラル実現リーダー

ニュートラくん

太陽光発電設備＋蓄電池蓄電池（単独）太陽光発電設備（単独）

○××

補助上限額補助率補助対象設備
28万円
（出力：４kW）

７万円／kW（定額）
※太陽光パネルとパワーコンディショナー
の定格出力の低い値（小数点第２位以下
切り捨て）に乗じて算出

太陽光発電設備

25万8千円
（容量：５kWh）

補助対象経費（※）の１／３
※蓄電池本体、蓄電池に係るパワーコン
ディショナー及び工事費（消費税及び地
方消費税は除く）

蓄電池

令和８年度


